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午後２時００分開会 

○委員長（佐々木隆義君） どうもお疲れでございます。本日は午後１時から本付託

議案第１３号及び１４号に関わります現地踏査を大変皆さんお疲れでございまし

た。それではただいまより建設観光委員会を開催いたします。先の本会議におきま

して、本委員会に付託されました議案８件、請願１件につきまして、審査したいと

思いますので、ご協力をお願いいたします。市長さん何か。 

○市長（村田弘司君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） 議長さん。 

○議長（秋山哲朗君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより審査を始めます。最初に議案第６号

美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを審査い

たします。執行部より説明をお願いします。はい、坂田消防長。 

○消防長（坂田文和君） それでは、議案第６号美祢市秋芳消防センターの設置及び

管理に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の６の１ページ

そして、参考資料の４ページに新旧対照表があります。お開き願います。議案第６

号美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、美祢

市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例、平成２０年美祢市条例第２１６

号の一部を次の通り改正するものとする。平成２１年６月１０日提出改正条例案を

説明申し上げます前に、改正理由をまずご説明いたします。この建物は平成６年度

に消防団拠点施設整備事業として、消防防災施設整備費補助金を受けて建設をされ

たものでございます。消防団機庫と近隣住民が使用する集会所が、建設されている

建物でございます。改正理由につきましては、市長の議案説明の通り当施設が消防

団機庫を含んでいることから、これまでの指定管理者の管理を消防本部の直接管理

とするものでございます。それでは、改正条例案についてご説明申し上げます。新

旧対照表でアンダーラインを引いているところが改正部分でございます。まず、３

条を指定管理者の管理から長の管理に改正し、新たに２項といたしまして、センタ

ーに管理人を置くことが出来ることを加えております。これは、近隣住民が手軽に

使用出来るようにするものでございます。４条、５条及び６条ただし書きの指定管

理者に関する規定を削り、６条中の使用時間を一部変更しまして市内の他の施設の

使用時間と統一するものでございます。４条、５条を削ることから６条、４条とし
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まして、同条の次に５条使用の許可、６条使用許可の制限を新たに加えるものでご

ざいます。７条の委任を１２条といたしまして、７条使用料、８条使用料の免除、

９条使用料の還付、１０条使用許可の取り消し、１１条損害賠償新たに加えるもの

でございます。次に附則でございますが、附則第１項の施行期日につきましては、

平成２１年９月１日から施行するものとしております。附則第２項といたしまし

て、経過措置を規定しております。附則の次に新たに使用料等の別表を加えるもの

でございます。以上で改正条例案の説明を終わります。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第６号美祢市秋芳消防センター

の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

次に議案第１号平成２１年度美祢市一般会計補正予算（第２号）の本委員会所管

事項について審査いたします。執行部よりご説明をお願いします。はい、坂田消防

長。 

○消防長（坂田文和君） それでは、平成２１年度美祢市一般会計補正予算（第２

号）消防費の説明をいたします。１－１０ページをお願いいたします。９款消防

費、１項消防費、２の非常備消防費でございます。補正額はありません。先程議案

第６号で提案させていただきました、今年９月より秋芳消防センターの管理を指定

管理者から市が直接管理することに変更することによる予算の組み換えを行うもの

でございます。１年間の指定管理委託料は、１７万４，０００円でございますが管

理の満了日８月３１日までの委託料差し引いた額１０万１，０００円を組み換える

ものでございます。以上消防費の説明を終わります。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、文化財保護課長。 
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○教委文化財保護課長（高橋文雄君） 続きまして、一般会計の補正予算についてご

説明いたします。補正予算書の１－１０ページでございます。商工費の中の商工費

の中の観光費でございまして、補正額が１００万円となっております。これはです

ね、県の緊急雇用対策事業の一つであります秋吉台草原景観保全事業における県か

らの委託事業になっております。これは、この事業は秋吉台国定公園の草原景観保

全の為にクヌギ等の立ち木調査等を行うという事業でございまして、これにより新

規雇用を創出するという事業でございます。この１００万円につきましては、賃金

といたしまして、軽作業員あるいは監督員の賃金として８５万８，０００円。それ

から、需用費として９万２，０００円。役務費として５万円を使用するというもの

でございます。１－８ページでございますけども、県支出金の中の委託金という形

で商工費委託金という形で１００万円を県の方から頂くという形になっておりま

す。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 以上で説明が終わりました。本案に対する質疑はござい

ません 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第１号平成２１年度美祢市一般

会計補正予算（第２号）を採決いたします。本案について原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に議案第８号美祢市秋芳名水特産品直売所の指定管理者の指定についてを審査

いたします。執行部よりご説明をお願いします。はい、阿武観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） それでは、議案第８号美祢市秋芳名水特

産品直売所の指定管理者の指定についてをご説明申し上げます。参考資料の１８ペ

ージをお開き下さい。まず、指定管理者の指定を受けようとする団体の概要につき

ましてご説明を申し上げます。指定管理を受けようとする団体は堅田地区と申しま

す。この所在は美祢市秋芳町別府１９４５番地でございますが、これは委員長宅の
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番地でございます。設立の年月日は不明としておりますが、共有財産であります、

共有林の管理保全の事業の一つに定めておりますが、共有林の取得の時期からは特

定することが出来ないということで不明とさせていただきました。続きまして代表

者名でございますけれども、委員長の末永悟朗氏でございます。この末永悟朗氏は

地区の桧皮地区に居住される人でございます。それから、資本金でございますけれ

ども、集落の集合体いうことで資本金は存在をいたしません。それから決算期でご

ざいますが、地区の規約で定めておりますとおり総会の前日ということになってお

ります。規約につきましては参考資料の２０ページ、２１ページでございます。規

約の第１２条に地区の一般会計年度は毎年総会日に始まり翌年総会の前日に終わる

と示しております。続きまして、収入の金額でございます。直近ということで、平

成２０年度の数字をお示しをしております。地区の運営費でありますがこれが、５

２万２，０８３円、特産品直売所の収入額が２２４万５，２０６円、ならびにこの

直売所に隣接しておりますところに設置してあります名水の販売金額が１７０万２

５１円の合計金額４４６万７，５４０円でございます。先ほどの決算期で地区の会

計年度につきましては、総会の前日ということでございますけれども、特産品の直

売所と名水の販売の金額につきましては、指定管理の報告の関係もございまして、

会計年度でしめた数字を示しております。それと、８番の構成員でございますが、

４地区の集合体ということでございますが、水上地区が２５名、前水上地区が３４

名、流田地区が３０名、桧皮地区が２５名の計１１４名でございます。９番の主要

取引先金融機関でございますが、山口美祢農業協同組合でございます。それから、

事業の内容でございますけれども、この事業の内容につきましては、規約の第３条

に、この地区は第１条の目的を達成するために次の事業を行うということで、４つ

の事業を示しております。１つとして共有財産の管理保全のための事業、２つ目と

して産業振興対策事業、３番目として福利厚生事業、４番目としてその他目的達成

のために必要な事業の４事業でございます。１１番の運営方針でございますが、規

約第１条に定めます地区の目的であります共有財産の管理保全及び地区振興に関す

る諸般の調査を行い、互いに協力しその推進を図ることが運営の方針とされており

ます。１２番の沿革でございますけれども、組織の沿革は弁天池流域に位置をしま

す水上、前水上、流田、桧皮の４集落で堅田部落というものを組織としていました

が、平成２１年２月の総会におきまして、名称を堅田地区に変更をし、現在に至っ
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ております。１３番の組織でございますけれども、参考資料の１９ページにお示し

をしておりますが、役員につきましては、規約第６条に規定されております、委員

長１名、副委員長１名、地区委員８名、監査委員２名、庶務１名となりますが、監

査委員及び庶務は地区委員の互選ということでございます。任期は２年とし、再任

は妨げないとしております。したがいまして、この組織図には示しておりません

が、地区委員の下と言ったら変ですが、ここに先ほど申しました４地区の団体と言

いますか、地区が存在するということになります。それから、１４番の主な事業実

績でありますが、３点を申し上げます。まず、１つとして地区の共有林であります

共有財産の管理保全に関することでございます。２つ目として指定管理者の指定を

受けている秋芳名水特産品直売所の管理運営に関することであります。３つ目とし

て、同じく指定管理の指定を受けている秋芳名水ふれあい広場の管理運営に関する

ことであります。１５番としてその他、その団体の特筆すべき事項といたしまし

て、毎年９月第１土曜、日曜に祭供をされております別府厳島神社、俗に弁天祭り

と申しておりますが、この祭事の中心的役割を果たすと共に山口県指定民俗文化財

であります、別府念仏踊りならびに別府岩戸神楽舞の保存会の構成員として指導に

あたっております。１６番目の団体の規約につきましては、参考資料の２０ペー

ジ、２１ページでございます。それと、もう１点でございますが、指定管理者の選

定にあたりまして、公募としない理由を申し上げます。対象の施設でございます

が、秋芳名水特産品直売所でございます。公募としない理由として、当施設の原点

は、地域の活性化を目的として有志が集まり簡易テントでの特産品の販売でスター

トをしたものでございます。これが発展的となり堅田をよくする会が発足し、その

後地元の強い要望を受けまして旧秋芳町で平成２年度に地産地消地域農業の活性

化、地域及び集落のコミュニティ調整を目的に秋芳名水特産品直売所が設置をされ

たものでございます。設置の管理運営につきましては、平成３年６月より堅田地区

が旧秋芳町から業務の委託を受け行ってまいりましたが、平成１８年９月１日から

平成２１年８月３１日までの３年間は指定管理者として管理運営をされておりま

す。近年、過疎化高齢化が進む中で農家非農家の混住化が進みまして集落機能が低

下することが懸念をされておりますけれども、地域全体間の情勢コミュニティ機能

の向上を図る上からも重要な施設となっております。以上のように合併前からの旧

市町における当該施設の設置経緯等に固有の事情があるため、美祢市公の施設の指
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定管理者の指定手続に関する条例第５条第１項公の施設の性格、規模、機能等を考

慮し、施設の性格に該当すると共に本市が出資している法人または公共団体もしく

は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することが出来るに、この地区が該

当するものと考えられます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） この規約でちょっと思うんじゃが、資本金はなしと書いちゃ

るんじゃが、相当の権利金を納入しなければならないっちゅうことがあるが、この

権利金というものはどの程度の金額を納入せんにゃあならん、堅田地区の規約をち

ょっと聞いてみたい。それと、収入で４００何万っちゅう金額が上がっちょる、８

号９号議案で、それの主な直売所の収入じゃろうと思うんじゃが、直売所で大体ど

ういうものを主に出品を地元が出品しちょるんじゃろうと思うが、その内容は分か

ればちょっと、以上２点。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、阿武観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） 河村委員さんのご質問にお答えいたしま

す。まず、最初の権利金といいますか、この資金の金額につきましては、確認をい

たしておりませんけれども、最近ではそういう実例がないというふうに確認をして

おります。それと、もう１点のご質問でございますが、この特産品直売所の地元特

産品の品物はどうかということでございますけれども、時期によりますけれども、

梨とか地元で取れますはちみつ、それからりんご、ＪＡの味噌、八代山菜加工所の

わさび漬けなどがございます。それから、地域の農産物といたしましては、野菜等

のそのまま出荷するのではなく、付加価値を付けました一次加工品と申しますか、

梅干とかきゃらぶきとか、かきもちのような物が出品販売をされております。以上

でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） その辺は分かったですが、問題は今の実例がないっちゅうこ

とを言われたが、この辺の規約っちゅうのは、納入しなければならないっちゅうこ

とがきちんと書いちゃるんじゃが、せんでもええっちゅうこと。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、阿武観光総務課長。（発言する者あり） 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） 最近、実例がないというふうにそのよう
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に聞いておりますとご説明を申し上げましたけれども、この地区への参画者が最近

はないという、そういうことでございます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） いいですか、はい。 

○委員（村上健二君） そういう財産があるものが権利を持つということ、例えば私

がそこの堅田地区に移ったらこの権利は金を払わんにゃいけんわけ、共有財産を貰

えるわけ、共有財産があるから既得権が出るんじゃろ、山とか何か持っちょる共有

の財産ちゅうのは、（発言する者あり） 

○委員長（佐々木隆義君） はい、阿武観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） ただいま、市民課の方でこの別府地区の

行政区の戸数なりを把握をいたしておりますが、その地区の方全員が参画をしてら

っしゃるわけではございません。ということは、先程のほうから出ておりますよう

に共有林というものがあるということで、住所の上は例えば桧皮地区に住んでおり

ますけれども、共有林等の資格といいますか、権利がないということになってくる

ものと思われます。この規約の中へ納入の規定が定めてあるというのは、場合によ

ったらどうしても入りたいということがあった場合の救済といいますか、法的な制

度で定めてあるのではないかと思いますけれども、詳細につきましてはその辺のと

ころは委員長の方へ確認をさせていただきまして、よろしければ後日ご回答をする

ということで。（発言する者あり）そういうことでございます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、ただいま課長が言いましたもう少し実態を調べて

私の方へ知らせて下さい。（発言する者あり） 

○委員長（佐々木隆義君） それでは担当課長よろしくお願いします。他にございま

すか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） これより、議案第８号美祢市秋芳名水特産品直売所の指

定管理者の指定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可
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決されました。 

 次に議案第９号美祢市秋芳名水ふれあい広場の指定管理者の指定についてを審査

いたします。執行部より説明を求めますが、これは８号と兼ね合いがありますので

特に付け加えること等でお願いします。はい、阿武観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（阿武 知君） この、指定管理者の指定を受けようとす

る団体につきましては、議案第８号で申請をしております堅田地区が同じく申請を

しているわけでございますので、この団体といいますか、地区の概要につきまして

は省略をさせていただきます。指定管理者の選定につきまして公募をしない理由に

つきましてご説明をいたします。この秋芳名水ふれあい広場は、昭和６０年に日本

名水１００選に選ばれております弁天池及び美祢市養鱒場の側並びに秋芳名水特産

品直売所と隣接をしておりまして、名水や釣堀などで年間４万１，０００人の観光

客に利用をされております。施設の管理運営は平成３年６月より堅田地区が旧秋芳

町から業務の委託を受け行って来ましたが、平成１８年９月１日から平成２１年８

月３１日までの３年間は指定管理者として管理運営されております。近年過疎化高

齢化が進む中で集落機能の低下が懸念されておりますが、地域の連帯感の醸成勢並

びにコミュニティ機能の強化を図る上からも重要な施設となっております。このよ

うに合併前からの旧市町における当該施設の設置経緯等に固有の事情があるため

に、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項公の施設

の性格、規模、機能等を考慮し、施設の性格に該当すると共に本市が出資している

法人または、公共団体もしくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定するこ

とが出来るにこの地区が該当するものと考えられます。なお、このふれあい広場に

つきましては、議案第８号でご説明いたしました、秋芳名水ふれあい広場と一体利

用をされているものでございます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第９号美祢市秋芳名水ふれあい

広場の指定管理者の指定についてを採決いたします。 
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本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第１１号字の区域変更についてを審査をいたします。執行部より説明

をお願いいたします。はい、川島農林課長。 

○建設経済部農林課長（川島 茂君） 議案第１１号についてご説明申し上げます。

議案第１１号は字界の変更ということでございます。東厚保町岩ヶ河内地区で実施

されております県営中山間地域総合整備事業美祢地区のその中の岩ヶ河内地区のほ

場整備事業におけます工事が完了いたしました。今年度は換地処分という年になる

わけでございます。なお、換地にあたりましては新しい区画によります道路あるい

は水路を新たな字界ということになりますので、旧字界の一部が変更をしなければ

ならないという必要に生じたわけでございます。地方自治法第２６０条第１項の規

定に基づいて市議会の議決を求めるものでございます。なお、詳細につきましては

本日お手元にお配りしております３枚つづりの説明資料が岩ヶ河内というのがあろ

うかと思います。このページの２枚目をおめくりいただいたらと思います。新しい

ところに２箇所、右、左に図面があろうかと思いますがこの黄色い部分が今回字界

が移動するものでございます。なお、新しい字界が赤い黒丸のだんごのような線が

ありますが、赤いラインが新しい字界ということでございます。その黄色の反対側

が旧字界ということになります。これにつきまして、左側の字風呂ヶ迫の一部、隣

の岩ヶ河内に編入されるということでございます。また、右側の森本の一部黄色の

部分ですが、これが図面左の嵩に編入しようというものでございます。以上よろし

くご審議をお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第１１号字の区域変更について

を採決いたします。 
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本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第１２号字の区域変更についてを審査をいたします。執行部より説明

をお願いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは、議案第１２号字の区域変更につ

いて、議案書の１２－１ページと机上に配付いたしましたこの美東町全図というの

と、その次の美東町町史資料を参考資料として添付しております。お開き下さい。

提案をいたしました土地は美東町長者ヶ峰より長者ヶ森、秋芳町旧町境までの土地

でございます。平成１９年に地籍調査事業における一筆地調査を実施したところ、

調査の過程でドリーネ、これは耕地番ですけど、これは大字大田でありながらドリ

ーネ以外の土地は、周辺山地番の土地なんですけど、大字長登と登記されているこ

とが判明いたしました。土地の所有者の方々より疑念を持たれたために旧美東町史

により確認したところ土地は旧大田村の行政区域内であり、また土地の所有者の意

向として今後の管理上当地は、大字大田であることを強く要望されておられます。

つきましては、土地の所有者の意向等を勘案し、地籍調査事業において大字の変更

をするものでございます。美東町の５万分の１をつけておりますこの地図の赤の濃

い部分が今回大字の変更を要望するものでございます。以上で説明を終わります。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。はい。 

○委員（河村 淳君） この図面でようちょっと説明がよう分からんじゃったが、長

登地区のが大田地区の方へ入っちょったって聞いたようだったが、長登が大田の方

に、それをなぜ長登の方へ大田やったか、その区域を変更をするという意味じゃっ

たと解釈しちょるんじゃが、それでええかいの。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） 今、お示しいたしました図面の中の赤の周

りの土地は大字大田で、それが現在は山地番が長登となっております。今回大田に
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変えるものでございます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） いいですか。 

    （「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより、議案第１２号字の区域変更につい

てを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第１３号市道路線の認定についてを審査をいたします。執行部より説

明をお願いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは、議案第１３号市道路線の認定に

ついてでございます。先程、現地調査をしていただきましたところでございます。

まず１といたしまして、渋倉伊佐線、起点を美祢市伊佐町伊佐、現地調査ではそこ

の地点の一番最後を見ていただいたところなんですけど、下村分線から終点が美祢

市伊佐町伊佐字下田の国道３１６までの区間でございます。続きまして、２番目と

いたしまして、下村東線、一番初めに見ていただいたところから少し東側に行った

ところの渋倉伊佐線１の分のところの認定をお願いしたところのところから既存の

市道、小林下村線の間の延長４１ｍを提案するものでございます。３番目といたし

まして、途中車中から見ていただきました県の合同庁舎から厚狭川に寄ったところ

なんですけど、沖田１号線、河川側の右岸側から見ていただきましたけど、そこの

ところから今さっき言いました渋倉伊佐線、今整備をしております。そこまでの間

８７ｍを今回、認定をお願いするものでございます。続きまして、４番目といたし

まして、三ツ杉中央線これは現地視察の一番最後見ていただいた豊田前の美祢矯正

施設の東側に東畑線がありますけれども、そこを終点といたしまして、これから東

側に三ツ杉中央線、既存の市道があるんですけど、そこまでの交差点まで２８９ｍ

を今回認定を予定しているところでございます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 今日の現場説明で受けたから大体分かるんじゃが、県の代行
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でやられるところがあったような気がする、これは大体代行で美東町もやっちょる

んじゃが、代行というものは大体測量設計は全部市町が一応やるそが原則じゃが、

この度の市の割合がなんぼか８０と２０と言ったか、部長がなんか言うちゃった

が、その辺が県がかるうてくれるとかいうことであったが、それはどういう経緯で

そういうふうになったのか。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、伊藤建設経済部長。 

○建設経済部長（伊藤康文君） 現地でも説明させていただきましたが、渋倉伊佐線

につきましては、３１６から渋倉までを全部を土地を要望しております。その内５

箇年計画ぐらいが一応前提ということで、今回見ていきました幸嶺園のとこまでの

１，０３３ｍまでが第１の代行区間となっております。副議長が言われるように代

行の考えとしましては、工事だけをするというのが前提にございます。しかしなが

ら、この下村地区というのが美祢市でも都市計画区域で用途地域がございます。よ

って土地用地買収等に過大な費用がかかるということで、その辺を事前において協

議しましたところ代行の主旨としまして、総事業費の２割相当を市町村が負担し、

残りを大半は工事だろうということで負担するというのがございます。その辺で協

議を重ねた結果、用地の一部を面倒見ていただけるということで、協議を進めてま

いりまして、現在に至っているところでございます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 了解。 

○委員長（佐々木隆義君） いいですか。他にございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） これより、議案第１３号市道路線の認定についてを採決

いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第１４号市道路線の廃止についてを審査をいたします。執行部より説
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明をお願いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは、議案第１４号市道路線の廃止に

ついてご説明を申し上げます。先程の視察の一番最初に行ってもらったところで車

から降りてもらったところなんですけど、そこの路線を国行下村線と申しましてそ

こから都市計画道路の渋倉伊佐線、当初ルートを計画線上に入れておりましたとこ

ろが、現在のところからもっと南に小林下村線に現道があるんですけど、その近く

に計画しておりました。その間の間を今回渋倉伊佐線を新しく認定するということ

で、その間の間を廃止するものでございます。延長が１５７ｍを廃止するものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第１４号市道路線の廃止につい

てを採決いたします。本案について原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決されました。ここで３時まで暫時休憩をします。今、議員さんは机上に今から審

査をいたします農地法の改正、政府の一部改正案を配付させていただきました。こ

れを目を通していただいて、後程紹介議員さんをお呼びしますので、参考としてい

ただきたいと思います。それでは、暫時休憩いたします。 

午後２時５２分休憩 

   

午後３時００分再開 

○委員長（佐々木隆義君） それでは休憩前に続き会議を始めます。請願受理番号第

１号農地法の「改正」に反対する請願を審査いたします。 

本件につきましては三好紹介議員にはご多忙のところを本委員会にご出席いただ

きありがとうございました。本趣旨説明等につきましては本会議でなされておりま
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すのでできるだけ重複しないように要点をついて補足説明がありましたらお願いし

ます。どうぞ。はい、三好議員。 

○紹介議員（三好睦子君） 導入後はどうなったかということを言いたいのですが、

皆さんの質問の中から答えてもいいですがどうしましょうか。 

○委員長（佐々木隆義君） 補足説明ですから。質問があるかないかわかりませんか

ら。補足説明を受けたのち委員さんからお尋ねがあるかもわかりません。はい、三

好議員。 

○紹介議員（三好睦子君） 導入後どうなるかということを言いたいと思います。そ

れとこの前の質疑があった中でちゃんとしゃべれてなかったなと、ＤＶＤを見て思

ったんですけど、まず導入された場合どうなるかということなんですが、農地は耕

作者のものっていう原則が取り払われるのですが、そうなった場合、これが導入さ

れた場合には今ある小さな農家もつぶれてしまうし、農業法人になってやっておら

れるかたも、企業として株式会社で農業をしておられるかたにも大きな打撃になる

ということです。それはなぜかというと資本力で集落の担い手とかと競合するため

に資本力が違ってきましてどうしても負けてしまうということで、そういう状況が

おこることが考えられます。すでに実例も出ています。そのようになるということ

があります。導入された場合企業が農業に入ってこられたときに、今の農政では経

営がやれなくなると。そういった場合には撤退をしてしまって、逃げてそのままに

なって農地が荒廃してくるのです。それと重複して申し訳ないんですけど、山間地

の農地が売れた場合に農業をする名目でありながら、農業経営を装っておりながら

産廃場になってしまうということも考えられます。そういったことが重ねて言いた

いのです。その後質問があれば答えます。 

○委員長（佐々木隆義君） 三好紹介議員の補足説明が終わりました。委員さんのほ

うからご質問等がございましたら。ありませんか。（発言する者あり）はい、河村

委員。 

○委員（河村 淳君） 三好議員、要点を。こういうことやからこの農地法の改正を

せんにゃあならんと。と言うきちっとした改正に反対する理由いね、問題は。なぜ

この農地法がこういうことになるから反対ですという、その辺を架空に、そねえな

るじゃろうてら、そねえなことになったらいけんてら、そねえなことじゃだめなん

じゃ。ちゃんとどういうものでこの改正には反対とはっきり言うてもらわんにゃ。
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かえって逆に荒廃地なんかこういうものが入ったほうが、今でも現在荒廃地がある

そが、つくってやろうっていうそが来たほうがかえって荒廃がせんようになる。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、三好議員。 

○紹介議員（三好睦子君） 参入したほうが荒廃地がなくなると言われますがそうい

うことは考えられません。なぜかと言いますと、耕作放置の広がりを強調してよく

ある農家に農地の利用を広げれば解消できるように言われておりますが、耕作放棄

が広がる最大の理由は輸入自由化や価格の崩落の野放し減反の押しつけなどで農家

の経営が成り立たなくなっています。この農地法を変えたからといって農業がよく

なるというわけではありません。その農地法をなぜ変えようという方向になってい

るかといえば、小さな農業をつぶして農業を大企業の手の中に入れて参入してしま

おうと。そして地域の農業もこれで崩壊してしまいます。だんだん農家の方が農家

を手放して農家の人は大企業が農業に入った場合そこで働くようになりますし、自

分かたの土地がありながらそれを貸すことになるんですけど、その貸す年も５０年

契約があるんですね。そうなれば当然その間に利用ではなくて所有されてしまうよ

うになってくるんです。そういう方向に道も開けてくるんです。農地の荒廃を止め

るための改正ではないということがはっきりしております。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 今言うてことはあなたの考えじゃろうが、意見というものは

いろいろあるからね、考え方があろうが、要はこまいことで話するとうちの近所で

も農地をつくっておらんものは買えんのいね。農業をできんのいね。農地がないも

のは。現在は。それがないようなって土地を売りたいという人もおって、荒れて荒

廃になって機械も何にもない、誰かつくってくれてはなかろうかちゅうが、つくっ

てくれちゃないようになっちょる。そうしたらよそのものが、山口か防府の人らが

こっちに入ってきてつくろうと買おうと思っても買えんのいね現在は。それなら荒

廃地がなんぼでも広がる。うちのところでも一人か二人か入って家まで建ててその

土地が休耕地になっちょるのを借って今つくりよって。そうするとその借り賃とか

出さんといけん。それよりは自分のものにしてそれこそ土地を山の堆肥とか草とか

入れて立派な土地をつくって野菜園芸とか米もつくろうというような人も今団塊社

会で定年を迎えた人なんかでもこっちに帰ってつくりたいという人がおってんよ、

逆に。今の農地法でいくとつくられん。逆に私が言うのは荒廃地が助かってくると
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いうふうに私は逆に思うちょる。今のあなたの大きな企業がきて皆買い占めてどう

っと農業やるから小さい農家はつぶれてしまうというのはあなたの考えであっっ

て、そういうことは皆を助けるとか、どっちがよいよ少ない人の年寄りが一人しか

おってないような土地もっちょったけど田の作り手がないから作ってやろうと、そ

のほうを助けてやるほうがええんじゃないかな。以上。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、三好議員。 

○紹介議員（三好睦子君） その点ですけど農業したい人は非農家のかたでもできま

す。そして買おうと思えば５反以上の方は買えます。会社じゃなくて現在も５反以

上のかたは買えるんです。非農家の方でも。ちゃんと調べました。買えます。いつ

から買えたかそれはわかりませんけど、後程また調べてお返事いたしますが今現在

にちょっと農業をしたいという方は借りてできますし、ほんとにやろうと思えば５

反以上の人は買えます。そして土木建築業者の方は株式会社をつくって農業をでき

ることができます。そういったふうに規制がかなり緩和されてる中にまだそれを変

えようというそこに問題が何かということをちゃんと見る必要があると思います。 

○委員長（佐々木隆義君） 他にありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではご意見もないようですので、三好紹介議員さん

は後ろの傍聴席にいらっしゃれば結構でございます。お疲れでございました。 

  それでは本案について他に質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより請願受理番号第１号農地法「改正」に

反対する請願を採決いたします。 

  本案について原案のとおり採択することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

     〔賛成者挙手〕 

○委員長（佐々木隆義君） 挙手なしであります。よって本案は不採択されました。 

  以上で本委員会に付託されました議案８件、請願１件につきまして審査を終了い

たしました。 

  それでは、その他、委員の皆さんから何かございましたら。いいですか。それで
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は山本総合観光部長さんには先般、今机上に配付されていると思うんですが秋芳洞

観光施設の利用状況等について若干のご説明があればお願いしたいし、また先の新

型インフルエンザ及び秋吉台プラザホテルにおける一酸化炭素死亡事故等における

風評被害等々があるようであれば、その状況が把握がしてあれば一つご報告をお願

いしたいと思います。はい、山本部長 

○総合観光部長（山本 勉君） それでは委員長さんのほうから観光施設の利用状況

ということで２０年度なり現在までの入洞者数、こういう部分の報告をお願いした

いという依頼を受けましたので、今お手元に資料を配っておりますのでこれに基づ

いて阿武総務課長のほうから説明をしたいと思います。それと先般のガス事故、こ

れについても総務課長のほうから答弁をさせたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、阿武観光総務課長 

○総合観光部総務課長（阿武 知君） まず平成２０年度の施設の利用状況並びに２

１年度の４月・５月分２箇月間におきます施設の利用者数につきましてはお手元に

資料として配付をさせていただきました。２０年度につきましては概ねどの施設に

つきましても若干の減数になっておりますけれども、２１年度につきましては高速

道路のＥＴＣ効果等によりまして土曜・日曜につきましては昨年度と比較いたしま

して相当数多くなってきております。美祢警察署の交通課長さんのお話によります

と、土曜・日曜・祝祭日につきましては美祢インターの利用者につきましては昨年

比１．４倍の増ということで聞いております。それでは簡単に２１年度のそれぞれ

の施設の利用につきまして説明を申し上げます。１ページ目秋芳洞の入洞状況につ

きまして示しております。４月・５月におきまして昨年度より１万６，３２６人の

増になっております。これは先程から申しますように、土曜・日曜で多かったとい

うのと、連休ゴールデンウィークの期間中に１万人程度の増ということでございま

して、この２箇月間で１万６，３２６人ということです。それと本年は秋芳洞開洞

１００周年記念ということで相当のイベントが企画をされております。それから７

月２５日から８月１日までの間、光響ファンタジーということで石井幹子さんのイ

ベントも企画されておりますことから今年度につきましては相当の集客が見込まれ

るところでございます。２ページ目が景清洞をお示しをしております。景清洞につ

きましても１９年度、２０年度比較しますと３００人弱の増になっておりますが、
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これは一般洞の観光路とは別に探検コースというものが設置してございます。この

利用につきましてはお一人３００円ということでございますけれどもこの探検コー

スの利用が増えたということで前年比２５０人程度の増という結果を見ておりま

す。この景清洞につきましても２１年度２箇月間で昨年比が少し下がっております

けれども、連休の間につきましては少し多ございましたけれども若干の減数になっ

ております。それと大正洞でございますが、２０年度につきましては前年比３００

人程度の減ということでございますが、今年度につきましては４月・５月の２箇月

で６４５人の増ということになっております。この両施設につきましても連休なり

土曜・日曜のＥＴＣ効果、それから隣接しますサファリランドで連休前にキッズサ

ファリというコーナーを設置いたしました。そういう関係もありましてサファリラ

ンドにつきましてもゴールデンウィーク中は１万人の増であったということで、大

正洞方面につきましても連休中からの増ということで昨年比より多くなってきてお

ります。４ページ目でございますけど、トロン温泉の利用状況でございます。これ

も４月・５月で利用者が若干の増ということになっておりますけど、この施設につ

きましてもＥＴＣ効果並びにサファリランドと隣接するということで施設の利用が

増になっている状況でございます。失礼いたしました。トロン温泉につきましては

少しの減数になっております。オートキャンプ場につきましては２１年度分、５月

分が記載をされておりません。申し訳ございませんけれども２１年度の４月につき

ましては昨年度比５０数人の減数ということになっております。最後のページでご

ざいますけど、Ａ３で示しておりますのは観光関連施設入洞者数の推移ということ

で昨年度２０年度までの利用者の状況を一覧にしたものでございます。それと春先

より関西方面を中心に蔓延をいたしました新型インフルエンザの影響ということで

ございますが、幸いに秋芳洞方面等の修学旅行の時期でございましたが取りやめと

いう案件はございません。時期をずらして再度訪れたいということで、時期の変更

という状況がございました。それから６月２日夕刻に発生いたしました山口秋芳プ

ラザＣＯ中毒事故に関係をします風評被害等の状況ということでございますが、風

評の被害は特段状況は入っておりません。それから秋芳ロイヤルホテルさんのほう

へも確認をいたしましたが事故後のキャンセルはないということです。それと小学

生の修学旅行につきましてはこれまで秋芳プラザホテルなりロイヤルホテルそれか

らユースホステル等へ宿泊をした小学生につきましては早朝より秋吉台科学博物館
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で化石採集をして修学旅行を実施をするという流れになっておりますけれども、今

年につきましては６月５日に大阪府の奥坂小学校総員９６名ということでございま

すが、この小学校がキャンセルということで１校程入っております。これにつきま

しては６月４日の夜がプラザホテルの宿泊予定であったということで長門市のホテ

ルへ変更をし秋芳洞、秋吉台方面への修学は行程を一切変更したという状況です。

それから事故後の問い合わせでございますけど総合観光部のほうへ問い合わせは約

３０件程ございました。これにつきましては秋吉台は安全かという問い合わせでご

ざいましたけれども内容につきましては秋吉台からガスが出るのかという質問もご

ざいました。施設の安全なり、秋芳洞、秋吉台、大正洞、景清洞、サファリランド

の方面につきましては施設は安全だということをご案内を申し上げた次第でござい

ます。それから事故後でございますけれども総合観光部ではリフレッシュパークの

ほうで宿泊施設を持っております。従いまして早々にボイラー等の点検を指示いた

しましたし、過ぐる６月８日午後であったと思いますけど、消防署のほうからのボ

イラーの点検もされた状況でございます。状況につきましては異常なしということ

で回答を得ております。以上でございます。 

○委員長（佐々木隆義君） どうもありがとうございました。はい、山本部長。 

○総合観光部長（山本 勉君） ちょっと利用状況について補足をさせていただきた

いと思います。２１年度秋吉台オートキャンプ場の利用状況ですが、今秋吉台のオ

ートキャンプ場はキャンプサイトが全部で６２サイトあります。テントサイトの

１，０００円からＡサイトと言いまして５，０００円のサイトまであるんですが、

５，０００円のサイトは流しと電気設備、釜等がついています。一番右にケビンと

いうのがあります。宿泊１２，０００円というのがありますが、これはおとどし県

の自然公園補助事業ということで県の全額費用でケビンを４棟建ててもらっており

ます。まだ４月頃はキャンプのシーズンじゃないということもありましてこのケビ

ンの宿泊が非常に人気があります。その中でファミリーなりが自分なりに炊事をし

てゆっくり過ごすということです。そういうこともありまして４月は入場者数は減

っておりますが、売上は若干ですが５万円程度ですが伸びておるという状況があり

ます。補足ということで説明にかえさせていただきます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、市長さん。 

○市長（村田弘司君） 本日午前中の教育福祉委員会が終了しました直後に先程来話
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が出ております秋芳プラザホテルの安方社長、それから竹重総務部長、それとこの

秋芳プラザホテルの親会社の新星社というのがあるんですが、この鳥羽代表取締役

が正式に私のところにお詫びのご挨拶ということでお見えになりました。報道等で

ご承知でしょうけれども秋芳プラザホテルにつきましては営業を止められるという

ことで閉館ということなわけですけど、私ども美祢市からすると今の、先程から話

が出ておるように、修学旅行生等の受け入れにつきましてやはり宿泊施設がきちん

としたものがないと困りますし、またあそこが廃屋になって秋吉台に上がるちょう

ど肝心なところですから、秋芳ロイヤルさんがんばっておられますけれども、その

斜め前が廃屋になっていくというのは非常に景観的にも困りますんで、できうれば

安全な改修等していただいてどこか引き受けていただけるところがあればそういう

ふうなたぐいの施設としてやっていただくか、また更地にされるにしても何らかの

形でそういうふうな形で残していただける形ができないだろうかということで努力

をしていただくように先方のほうに強く要望いたしました。以上のとおりでござい

ます。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、副委員長。 

○副委員長（岩本明央君） 消防関係の方がいらっしゃいますんで、お尋ねいたしま

す。新聞報道によりますと８名の方が入院を、ガスの関係でですね。私どもの集落

の近所にも入院をした方がいらっしゃるんですが、大変迅速な行動でよかったとい

うことで私も大変評価はしておるんですが、ただ通報と消防関係で受けられたかた

との情報の関係が不徹底でああいうふうななったと思うんですが、先般の本会議で

もいろんな探知器なんかのことがあったんですが、その辺の、極端に言うたら殉職

でなくてえかったのというふうな方もおられます。その辺のこと一番大事、いくら

迅速にやってもらっても巻き添えくうちゃやれませんのでその辺の対応は今後どの

ように具体的に、この委員会であればお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、坂田消防長。 

○消防長（坂田文和君） この度の秋芳プラザホテルの事故におきまして私ども職員

８人が一時入院するという事態になりました。市民の皆様に大変心配をおかけしま

したけれども今みんな元気に勤務をしております。この事故によりまして亡くなっ

たかたがおられますので、ここで私どもの職員の奉るといいますかそういったこと

はするべきではないと思っております。そういった中で説明が、一から説明するこ
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とはなかなか難しいんですけれども、一つ言わせていただければ私も現場に行きま

したけど気を失った者がまた気を戻ってまた助けに行っておったり、また後続の救

助隊が着いてもまだ中に入ろうとした職員がいたということだけは皆さんにお知ら

せをしたいと思っております。今後の対策でございますけど先日の本会議で言いま

したように一酸化炭素というのは無色・無臭でございましてこれはどういった状況

下というのはなかなか把握できない。またこの度３階のホテルの客室であったとい

うこと、また通報時に通報者がまずそういったこと全く意識がなかったわけですか

ら、通報内容でそれをつかむことができなかった。ですからこれを防ぐには、状況

によりますけれど、そういった環境の中の通報であれば何らかの情報を得ることが

できますけどもこの度はそういった情報は全くつかめなかった。これを先日の本会

議で言いましたように全国の消防職員の問題と思っております。これを防ぐにはど

うしたらいいかと言われれば、もう感知器をつけるしかないんですけれどもいろん

な事故が想定されるわけですから一酸化炭素だけではなく硫化水素、危険物ありま

す、酸欠ということもあります。ですからそれを一つつけたから万全ということで

はないということでなかなか難しい対応になろうかと思っております。以上でござ

います。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、柴崎委員。 

○委員（柴崎修一郎君） 我々外から聞いたあれだから真実かどうかわからないんで

すけど、最初秋芳町の消防隊員が４人行かれたと、最初はですね。３人の方が倒れ

られたと。それで後からまた行かれた人が倒れられたというふうに聞いておるわけ

ですね。最初そういうふうな状況があった、そういう状況がおきたというそういう

連絡というのはそこのとこがどうなってたかですね、そういう点、やっぱり普段か

らの危険予知訓練というものくどいほどやっておかないとこういうことは絶対おこ

ると思うんですよ。一昨日ですか大分の製鉄所で３人ほど亡くなられたですね。こ

れは酸欠だったけど最初に入る前に検査したら酸素はあるということで３人のかた

が入って中で倒れられて亡くなられたということですから、そういうようなことで

もそういう事故がおこるわけですからテストというか検査して入って、機械が悪か

ったのか調べ方が悪かったのかわからないけど、そういうことテレビで言ってまし

たけど、そういうこと考えると３人の人が行って倒れられてまた後から行った人が

倒れられた。ほんとこの前本会議場で消防長が言われたように自分の身を顧みずや
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られたということはほんとにありがたいとことで、それがまたそういうことやるこ

とによって、カメラマンの方、亡くなられたですいね、そのかたに続いて消防署員

が亡くなられたとなるとそれこそ不幸の上にまた不幸積むわけですからそういう点

で絶対こういうことがないような、換気扇とかつけるとかそんな問題も大事かも知

れないけどやっぱりいろんな事故があるわけだから平素から危険予知訓練というか

これだけはしょっちゅう徹底してやってもらわんと二度とこういうことがないよう

にしてもらわないと、不幸がおこらないようにしないとそれだけはひとつお願いし

ます。ほんとに消防隊員の身を冒してやられたということだけは我々もほんとあり

がたいと思ってますけど不幸をおこさないためにもそういう点はちゃんと徹底して

もらいたいと思います。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、坂田消防長。 

○消防長（坂田文和君） 先程言いましたように私どもが活動隊の一部始終をお話す

ると亡くなった方がいらっしゃいますので讃えることはできませんけれども、先程

言われましたように最初は３人行ったとかいろいろあるんですけれども次の隊は相

当警戒をして入っております。中が危険であるということはわかって最初は隊長一

人で入ってるんです。それでも助けたいというその一心でございます。以上です。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、その他ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 委員さんでその他の何か。いいです。それではないよう

ですので私のほうから、先にお知らせしておきましたが土木事務所との協議会につ

いてご報告をいたします。 

  土木事務所との協議会は開催日を７月１４日火曜日と決めましたのでよろしくお

願いをします。なお要望事項につきましては２６日の最終日までに議会事務局へご

提出をお願いをします。なお要望事項の取り纏めにつきましては委員長であります

私に一任をお願いするということでよろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではそのように取り計らいをさせていただきます。 

  それでは以上で本委員会を閉会といたします。ご審査、ご協力誠にありがとうご

ざいました。お疲れでございました。 

    午後３時４０分閉会 
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